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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，日本内燃機関

連合会（JICEF）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改

正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格であ

る。これによって，JIS B 8008-1:2009 は改正され，この規格に置き換えられ，また，JIS B 8008-11:2008

は廃止され，その一部を分割して改正したこの規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS B 8008 規格群（往復動内燃機関－排気排出物測定）は，次に示す部で構成する。 

JIS B 8008-1 第 1 部：ガス状排出物及び粒子状排出物の台上測定装置 

JIS B 8008-2 第 2 部：ガス状排出物及び粒子状排出物の搭載状態での測定 

JIS B 8008-3 第 3 部：定常状態における排気煙濃度の定義及び測定 

JIS B 8008-4 第 4 部：各種用途の定常状態及び過渡状態における試験サイクル 

JIS B 8008-5 第 5 部：試験燃料 

JIS B 8008-6 第 6 部：試験報告 

JIS B 8008-7 第 7 部：エンジンファミリの定義及び決定方法 

JIS B 8008-8 第 8 部：エンジングループの定義及び決定方法 

JIS B 8008-9 第 9 部：圧縮点火機関の過渡状態における排気煙濃度の台上測定での試験サイクル及び

試験方法 

JIS B 8008-10 第 10 部：圧縮点火機関の過渡状態における排気煙濃度の現地測定での試験サイクル及

び試験方法 
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往復動内燃機関－排気排出物測定－第 1 部： 

ガス状排出物及び粒子状排出物の台上測定装置 

Reciprocating internal combustion engines-Exhaust emission 

measurement-Part 1: Test-bed measurement systems of gaseous and 

particulate emissions 

 
序文 

この規格は，2020 年に第 4 版として発行された ISO 8178-1 を基とし，日本産業規格として不適切な箇

所の技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で，細分箇条番号の後に“A”から始まるラテン文字の大文字を付記した細分箇条は，対

応国際規格にはない事項である。また，側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更し

ている事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

この規格は，自動車用以外の往復動内燃機関のガス状排出物及び粒子状排出物の排出量を測定するため

の測定手順としての使用を意図している。その目的は，適切な重み付け係数及び試験サイクルを使用する

ことによって，様々な用途及び異なる燃料の下で，機関の排出レベルの指標として使用できる機関の排出

特性を提供することである。測定結果は，1 キロワット時当たりのグラム数で表し，発生仕事量単位当た

りの排出量を示す。 

排出量の値を求めるには，単一の測定ではなく，一連の複雑な測定を実施する必要があるため，この規

格に記載されている手順の多くは，実験室での方法の詳細な説明である。したがって，得られた結果は，

測定を実施するプロセスに大きく依存し，機関及び試験方法にも依存する。 

オフロード機関の用途は多様であるため，その排出量の評価はオンロード機関の評価よりも複雑である。

例えば，道路上のアプリケーションでは，主に舗装道路上のある点から別の点に積載物を移動する。舗装

された道路の制約， 大許容路面荷重及び燃料の 大許容等級は，道路上の車両及び機関のサイズの範囲

を狭める。装置に動力を供給する機関を含むオフロード機関及び車両には，より広範囲のサイズが含まれ

る。多くの機関は，オンロード機関に適用できる試験装置及び試験方法が適用できない大きさである。動

力計の適用が不可能な場合には，現地又は他の適切な条件下での試験が実行可能な代替手段となり得る。 

受渡当事者間の協定がある場合には，現地条件での測定用に規定した JIS B 8008-2 に従って，台上で測

定してもよい。これは，受渡当事者間の協定がある場合だけに行うことが可能である。ただし，現地測定

方法での台上測定で得られるデータは，この規格で過去に得られた，又は将来に得られるデータとは完全

に一致しないことがある。 

追加の要求規定（例えば，職業上の健康及び安全に関わる規制，発電プラントの規制など）が適用され

る機械に使用する機関には，異なる試験条件及び／又は追加の試験条件並びに特別な評価方法を適用する


